
●家庭における光熱費の負担軽減するため、
省エネ性能の高い家電製品への買い替えを支援します
【令和5年度12月定例会補正予算(14億7,000万円)】

国の補正予算において、「家庭における省エネ家電等への買い換え促進による生活者支
援」が推奨事業メニューに揚げられ、さいたま市として活用し、追加補正予算が成立。
●対象者：申請時点で、さいたま市に住民登録のある者でさいたま市内の登録販売店で

対象家電を買い替えした者
●還元方法：キャッシュレスポイント及び商品券において還元
。●給付時期（予定）
 令和６年３月申請受付開始
 令和６年４月～ポイント及び

商品券等、還元開始
詳細は今後さいたま市ホームページに
 掲載される予定です

●西部環境センター焼却施設の段階的稼働停止について
さいたま市は令和７年度から３施設体制に移行し、西部環境センター（西区宝来）は稼働
停止の計画でありました。しかし、ごみの焼却量が令和７年度時点予想で想定を超えてい
る状況です。そのため、排出量を抑制するための施策（木くずのリサイクル等）のほかに、
西部環境センターを令和７年度から３年間暫定的に焼却できる体制をとる方針となりました。
しかし、３年を待たずにごみ排出量が、３施設体制の処理能力を下回り１年を経過した時点
で、西部環境センターは稼働停止となります。

３施設とは、
・東部環境センター

（見沼区膝子）
・クリーンセンター大崎

（緑区大崎）
・桜環境センター

(桜区新開)
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